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香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドラインＱ＆Ａ 

香川県環境政策課 

 

【適用】 

① Ｑ 建物への設置はガイドラインの対象となるか。また、建物設置と地上設置の複合の場合

はどうなるのか。 

Ａ 建築物への設置は対象外です。一つの設備として再エネ特措法に基づく認定を受けてい

る（又は受けようとする）設備の内容が建物設置と地上設置の複合で合わせて出力５０ｋ

Ｗ以上の場合は対象とします。 

 

【適用】 

② Ｑ ガイドラインの「２ 適用対象施設」の項目で「・・合算した出力が５０ｋＷ以上とな

る場合を含む」とあるが、国の再エネ特措法の分割の判断と同じと考えてよいか。 

Ａ 「再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について（2017 年 7

月 14 日付け再生可能エネルギー推進室通知）（2020 年 4月１日改訂）」の「３．分割の判

断」の考え方と原則として同じです。 

ただし、個別法令等において、再エネ特措法と分割の判断の考え方が異なる場合があ

りますので、その場合は、当該法令等に基づく、所要の手続を行っていただく必要があり

ます。 

 

【適用】 

③ Ｑ ガイドラインの「２ 適用対象施設」の②に「事業者変更などの変更を生じた場合」と

あるが、具体的にどのような場合か。 

Ａ 事業者名の変更のうち、事業譲渡（個人の生前贈与等も含む）及び競売物件による事業

者の変更があった場合が該当します。また、「施設設置（予定）場所」を追加する場合、「事

業（予定）地の面積」が増加する場合においても、ガイドラインの全ての事項が適用とな

ります。 

 

【経過措置】 

④ Ｑ 平成 31 年 3 月 31 日時点で再エネ特措法に基づく認定済みの案件についても、提出す

る書類はあるのか。 

Ａ 国に提出した事業計画認定申請（写）と認定通知書（写）の提出をお願いします。 

 

【経過措置】 

⑤ Ｑ 「国に提出した事業計画認定申請（写）と認定通知書（写）の提出」をすることになる

が、国に提出した図面等添付書類も必要か。 

Ａ 必要ありません。標記の書類のみで結構です。 
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【書類の提出】 

⑥ Ｑ 各種書類は施工業者が提出しなければならないのか。 

Ａ 書類の提出は事業者に求めていますが、施工業者等が代行して書類作成をすることは妨

げません。 

 

【書類の提出】 

⑦ Ｑ 事業計画書等の提出方法は。 

Ａ 郵送又はメールでお願いします。内容によっては確認させていただく場合があります。 

 

【事業計画書】 

⑧ Ｑ 事業計画書等の提出はどの時点で行ったらよいか。 

Ａ 再エネ特措法に基づく事業計画の認定申請を行う前に県へ提出してください。 

 

【チェックリスト】 

⑨ Ｑ 県へ事業計画書を提出した後、チェックリスト記載の関係法令の手続きが完了したが、

あらためて提出が必要か。 

Ａ あらためての提出は不要です。 

 

【説明会概要報告書】 

⑩ Ｑ 説明会を行うべき対象の範囲がわからない。 

Ａ 説明会を行う対象の範囲については、国の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」

に規定されておりますので、ご確認ください。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_nintei.html 

 

【事業計画の変更】 

⑪ Ｑ 発電事業者等が変更になった場合、どのような手続きが必要か。 

Ａ 変更があった場合に届出が必要な項目は次のとおりです。 

１． 施設設置（予定）場所の変更 

２． 事業（予定）地の面積の変更 

３． 発電事業者名、代表者名、住所、電話番号、緊急連絡先の変更 

４． 発電設備の出力（kW）の変更 

上記に変更があった場合は、届出事項変更届の該当する項目欄に内容を記載し、提出し

てください。 

なお、「施設設置（予定）場所」を追加する場合、「事業（予定）地の面積」が増加する

場合、事業譲渡等による「事業者名の変更」があった場合は、ガイドラインの全ての事項

が対象となることから、「チェックリスト」及び「説明会概要報告書」も併せて提出して

ください。 
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【事業計画の変更】 

⑫ Ｑ 発電設備の出力（kW）を変更した場合は、届出は必要か。 

Ａ 届出事項変更届の発電設備の出力（kW）の項目に記載して、届け出てください。 

 

【事業計画の変更】 

⑬ Ｑ 平成 31 年 3 月 31 日時点で既に稼働中の施設だが、平成 31 年 4 月 1 日以降に事業者の

変更認定申請を行う予定の施設がある。この場合に手続きは必要なのか。また、ガイドラ

インの届出事項変更届の提出が必要となった場合、稼働中の施設であっても、説明会概要

報告書の提出は必要なのか。 

Ａ 再エネ特措法に基づく事業者の変更認定が平成 31 年 4 月 1 日以降となる場合は、ガイ

ドラインに定める全ての事項が適用となります。したがって、説明会概要報告書の提出が

必要となります。 

 

【県ガイドラインについて】 

⑭ Ｑ 国のガイドラインの変更が毎年あるようだが、県のガイドラインとの関係は。 

Ａ 県のガイドラインのうち、設計・施工時、運用・管理時、撤去・処分時の規定は、基本

的に、国のガイドラインに規定に従っており、一部抜粋等で構成されています。軽微な変

更等で、県のガイドラインに反映されていない事項は、国のガイドラインに従ってくださ

い。 

 

【県ガイドラインについて】 

⑮ Ｑ ガイドラインに違反した場合、罰則はあるのか。 

Ａ 県のガイドラインには国のガイドラインを抜粋した部分があり、国のガイドラインで遵

守を求めている事項に違反した場合は、再エネ特措法認定取消しの可能性があります。 


